
研究活動の不正行為への対応体制 

通  報 
学会等からの指摘 

インターネット上への掲載

通報に必要な記載事項 

・不正行為を行ったとする研究者・グループ等

・特定不正行為の態様等、事案の内容

・不正とする科学的な合理性のある理由等

＜報告＞ 

＜通報等＞ 

学    長 

①通報事案について予備調査を実施し，通報受付後３０日以内に学長に調査結果を報告

②予備調査委員会が本調査すべきとして報告した場合，３０日以内に本調査を開始，文科省等へ報告

③本調査開始後１５０日以内に，不正行為の有無を判定して学長に報告

※学長は，本調査委員会からの報告を受け，結果を通報者及び被通報者等に通知するとともに文科省等へ報告。
また，調査結果を公表して 必要な措置を取る。 （学長通知後，不服申し立て期間として，２週間以内を置く。）

不正調査委員会 
・研究不正行為の有無を判定

② 

① 

③ 

・本学役職員の中から学長が指名
する者
・弁護士，研究経験を持つもの等，
学長が指名する学外の有識者
(委員の半数以上が外部の有識者)

研究活動不正行為対策委員会 

・ 不正行為の防止を目的とした研究倫理教育の推進
及び実施状況の把握に関すること

・ 不正行為の防止を目的とした啓発活動の推進及び
実施状況の把握に関すること

・通報の受理に関すること

・ 不正行為の予備調査に関すること

・ その他不正行為に関し必要な事項

予備調査委員会 
・研究活動に係る不正行為が行われた可能性
・通報内容の合理性
・研究データの保存期間等に係る調査可能性

・研究活動不正行為対策委員会委員長
・対策委員会委員長が指名する者
・被通報者が所属・担当する部局長等
・（学外有識者）

・理事（SDGs，研究推進，産学連携，グローバ
ル化推進，地域連携担当)

・教育研究評議会評議員5名
・法律関係の専門的知識を有する本学の教員
・研究・地方創生部長
・その他学長が必要と認めた者
・（学外有識者）

【通報窓口】 

     
（通知） 

研究・地方創生部 

研究推進課 

山陰リーガル 

クリニック




